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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、半導体素子に設けられた第１の外部接続端子が接続される配線部とを備えた基
板において、
　前記配線部と一体的に形成され、前記基材を貫通する貫通ビア部を有しており、
　前記配線部は、該配線部が設けられた側の前記基材の面と面一となるよう構成され、か
つ、前記第１の外部接続端子が接続される接続パッドと、該接続パッドと前記貫通ビア部
との間を接続する配線とを有しており、
　前記配線部が設けられた側の前記基材には、前記貫通ビア部及び配線を覆うと共に、前
記接続パッドを露出する絶縁層を設けたことを特徴とする基板。
【請求項２】
　前記配線部が設けられた側とは反対側に位置する前記貫通ビア部には、他の基板と接続
するための第２の外部接続端子を設けたことを特徴とする請求項１に記載の基板。
【請求項３】
　第１の外部接続端子を備えた半導体素子と、請求項１または２に記載の基板とを備え、
　該基板に接続された半導体素子と前記基板との間には、間隙が形成されており、
　前記間隙には、アンダーフィル材を設けたことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　基材と、他の基板と接続するための第２の外部接続端子が接続される配線部とを備え、
第１の外部接続端子を備えた半導体素子が接続される基板において、
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　前記基材は、前記基材を貫通すると共に、前記配線部と一体的に形成された貫通ビア部
を有しており、
　前記配線部は、該配線部が設けられた側の前記基材の面と面一となるよう構成されてお
り、
　前記第１の外部接続端子は、前記配線部が設けられた側とは反対側の前記基材に位置す
る前記貫通ビアと接続され、
　前記配線部は、他の基板と接続するための第２の外部接続端子が接続される接続パッド
と、該接続パッドと前記貫通ビア部との間を接続する配線とを有しており、
　前記配線部が設けられた側の前記基材には、前記貫通ビア部及び配線を覆うと共に、前
記接続パッドを露出する絶縁層を設けたことを特徴とする基板。
【請求項５】
　第１の外部接続端子を備えた半導体素子と、請求項４に記載の基板とを備え、
　該基板に接続された半導体素子と前記基板との間には、間隙が形成されており、
　前記間隙には、アンダーフィル材を設けたことを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　基材と、半導体素子に設けられた第１の外部接続端子が接続される配線部と、他の基板
と接続するための第２の外部接続端子とを備えた基板の製造方法において、
　前記基材に溝部と、該溝部と一体的に形成された貫通孔とよりなる開口部を形成する開
口部形成工程と、
　前記開口部の内壁に金属膜を形成する金属膜形成工程と、
　前記金属膜を給電層として、電解めっき法により前記開口部にめっき膜を析出成長させ
、前記貫通孔に前記第２の外部接続端子が接続される貫通ビア部を形成すると共に、前記
溝部に前記第１の外部接続端子が接続される配線部を形成するめっき膜形成工程とを含み
、
　前記配線部は、該配線部が設けられた側の前記基材の面と面一となるよう構成され、か
つ、前記第１の外部接続端子が接続される接続パッドと、該接続パッドと前記貫通ビア部
との間を接続する配線とを有しており、
　前記貫通ビア部及び配線を覆うと共に、前記接続パッドを露出する絶縁層を前記基材に
形成する絶縁層形成工程とを設けたことを特徴とする基板の製造方法。
【請求項７】
　前記めっき膜形成工程において、前記めっき膜が前記基材の面よりも突出した際には、
前記めっき膜と前記基材の面が面一となるように前記突出しためっき膜を研磨するめっき
膜研磨工程を設けたことを特徴とする請求項６に記載の基板の製造方法。
【請求項８】
　基材と、配線部とを有した基板と、
　前記配線部に接続される第１の外部接続端子を備えた半導体素子とを備え、
　前記基板に接続された半導体素子と前記基板との間に形成される間隙に、アンダーフィ
ル材を設けた半導体装置の製造方法において、
　前記基材を支持する支持部材に、前記基材を配設する基材配設工程と、
　該基材配設工程後に、請求項６または７に記載の基板の製造方法により前記基板を製造
する基板製造工程と、
　該基板製造工程後に、前記第１の外部接続端子を前記配線部に接続する半導体素子接続
工程と、
　該半導体素子接続工程後に、前記基板に接続された半導体素子と前記基板との間に形成
された間隙に、前記アンダーフィル材を配設するアンダーフィル材配設工程と、
　該アンダーフィル樹脂配設工程後に、前記支持部材を除去する支持部材除去工程とを含
んだことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　基材と、他の基板と接続するための第２の外部接続端子が接続される配線部とを備え、
第１の外部接続端子を備えた半導体素子が接続される基板の製造方法において、
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　前記基材に溝部と、該溝部と一体的に形成された貫通孔とよりなる開口部を形成する開
口部形成工程と、
　前記開口部の内壁に金属膜を形成する金属膜形成工程と、
　前記金属膜を給電層として、電解めっき法により前記開口部にめっき膜を析出成長させ
、前記貫通孔に前記第１の外部接続端子と接続される貫通ビア部を形成すると共に、前記
溝部に前記第２の外部接続端子が接続される配線部を形成するめっき膜形成工程とを含み
、
　前記配線部は、該配線部が設けられた側の前記基材の面と面一となるよう構成され、か
つ、前記第２の外部接続端子が接続される接続パッドと、該接続パッドと前記貫通ビア部
との間を接続する配線とを有しており、
　前記貫通ビア部及び配線を覆うと共に、前記接続パッドを露出する絶縁層を前記基材に
形成する絶縁層形成工程とを設けたことを特徴とする基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記めっき膜形成工程において、前記めっき膜が前記基材の面よりも突出した際には、
前記めっき膜と前記基材の面が面一となるように前記突出しためっき膜を研磨するめっき
膜研磨工程を設けたことを特徴とする請求項９に記載の基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板、半導体装置、基板の製造方法、及び半導体装置の製造方法に係り、特
に半導体素子を高密度に実装する基板、半導体装置、基板の製造方法、及び半導体装置の
製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１及び図２を参照して、従来の半導体装置２０について説明する。図１は、従来の半
導体装置の断面図であり、図２は、図１に示した基板の断面図である。なお、図２におい
て、図１に示した基板１０と同一構成部分には同一の符号を付す。
【０００３】
　半導体装置２０は、大略するとはんだバンプ２４を備えた半導体素子２３と、基板１０
とを有しており、基板１０の接続パッド１５に対して半導体素子２３のはんだバンプ２４
が接続（フリップチップ接続）されると共に、半導体素子２３と基板１０との間に形成さ
れた間隙に、アンダーフィル樹脂２６が配設された構成とされている。
【０００４】
　基板１０は、大略すると樹脂基材１１と、貫通孔１２と、貫通ビア１３と、配線１４，
１７と、接続パッド１５，１８と、ソルダーレジスト１６，１９と、はんだボール２１と
を有した構成とされている。基板１０は、半導体素子２３とマザーボード（図示せず）と
の間を電気的に接続するためのものである。
【０００５】
　貫通ビア１３は、樹脂基材１１を貫通する貫通孔１２に配設されており、配線１４と接
続されている。配線１４は、樹脂基材１１の面１１Ａに設けられており、接続パッド１５
と接続されている。接続パッド１５は、例えば、樹脂基材１１の面１１Ａに設けられてお
り、半導体素子２３のはんだバンプ２４を接続するためのものである。配線１４及び接続
パッド１５は、樹脂基材１１の面１１Ａに銅箔を貼り付け、銅箔上に配線１４及び接続パ
ッド１５の形状に対応するようレジスト膜をパターニングし、このパターニングされたレ
ジスト膜をマスクとしてエッチングを行うことで形成される（例えば、特許文献１参照。
）。
【０００６】
　ソルダーレジスト１６は、樹脂基材１１の面１１Ａ、及び配線１４を覆うと共に、接続
パッド１５を露出するよう設けられている。配線１７は、樹脂基材１１の面１１Ｂに設け
られており、貫通ビア１３と接続されている。接続パッド１８は、例えば、樹脂基材１１
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の面１１Ｂに設けられており、配線１７と接続されている。接続パッド１８は、はんだボ
ール２１を配設するためのものである。配線１７及び接続パッド１８は、樹脂基材１１の
面１１Ｂに銅箔を貼り付け、銅箔上に配線１７及び接続パッド１８の形状に対応するよう
レジスト膜をパターニングし、このパターニングされたレジスト膜をマスクとしてエッチ
ングを行うことで形成される（例えば、特許文献１参照。）。
【０００７】
　ソルダーレジスト１９は、樹脂基材１１の面１１Ｂ、及び配線１７を覆うと共に、接続
パッド１８を露出するよう形成されている。はんだボール２１は、接続パッド１８に配設
されており、はんだボール２１はマザーボート（図示せず）と接続される。このような構
成とされた基板１０の接続パッド１５には、半導体素子２３のはんだバンプ２４が接続さ
れる。
【０００８】
　アンダーフィル樹脂２６は、ソルダーレジスト１６と半導体素子２３との間に配設され
ている。アンダーフィル樹脂２６は、基板１０に接続された半導体素子２３と樹脂基板１
１との接続を強固にするためのものである。アンダーフィル樹脂２６を設けることにより
、基板１０と半導体素子２３との間の接続信頼性を向上させることができる。
【特許文献１】特開２０００－１６５０４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　図３は、半導体素子が接続された基板と半導体素子との間の拡大図である。なお、図３
において、Ｄ１は樹脂基板１１上に設けられたソルダーレジスト１６と半導体素子２３と
の間の間隙（以下、間隙Ｄ１とする）、Ｄ２は配線１４上に設けられたソルダーレジスト
１６と半導体素子２３との間の間隙（以下、間隙Ｄ２とする）、Ｈ１ははんだバンプ２４
の高さ（以下、高さＨ１とする）をそれぞれ示している。また、図３に示した領域Ａは、
配線１４が設けられた領域を示しており、領域Ｂは配線１４及び接続パッド１５が設けら
れていない領域を示している。
【００１０】
　しかしながら、半導体素子２３が実装される側の樹脂基材１１には、配線１４が形成さ
れた領域Ａと、接続パッド１５及び配線１４が形成されていない領域Ｂとが存在し、接続
パッド１５及び配線１４は樹脂基材１１の面１１Ａから突出するよう形成されているため
、基板１０に設けられたソルダーレジスト１６の上面１６Ａは凹凸形状となる。これによ
り、基板１０に接続された半導体素子２３と基板１０との間隙にアンダーフィル樹脂２６
を配設した際、配線１４上に設けられたソルダーレジスト１６と半導体素子２３との間の
間隙Ｄ２は、領域Ｂに設けられたソルダーレジスト１６と半導体素子２３との間の間隙Ｄ
１よりも狭くなってしまい、半導体素子２３と基板１０との間に均一かつ十分な厚さのア
ンダーフィル樹脂２６を設けることが困難であるという問題があった。
【００１１】
　また、近年の半導体素子の高速化、多機能化及び高集積化による端子の増加や狭ピッチ
化に伴い、半導体素子２３のはんだバンプ２４（外部接続端子）の高さＨ１は小さくなっ
てきており、配線１４上に設けられたソルダーレジスト１６と半導体素子２３との間の間
隙Ｄ２は、さらに小さくなる傾向にあり、間隙Ｄ２にアンダーフィル樹脂２６を設けるこ
とが困難であるという問題があった。
【００１２】
　さらに、半導体素子の小型化及び薄膜化に伴い、基板１０の厚さが薄くなった場合には
、基板１０の強度不足により、基板１０が変形し、基板１０に対して半導体素子２３を精
度良く接続することが困難であるという問題があった。
【００１３】
　そこで本発明は、上述した問題点に鑑みなされたものであり、半導体素子と基板との間
隙に十分な厚さのアンダーフィル樹脂を均一に配設でき、かつ半導体素子を基板に対して
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精度良く接続することのできる基板、半導体装置、基板の製造方法、及び半導体装置の製
造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために本発明では、次に述べる各手段を講じたことを特徴とするも
のである。
【００１５】
　請求項１記載の発明では、基材と、半導体素子に設けられた第１の外部接続端子が接続
される配線部とを備えた基板において、前記配線部と一体的に形成され、前記基材を貫通
する貫通ビア部を有しており、前記配線部は、該配線部が設けられた側の前記基材の面と
面一となるよう構成され、かつ、前記第１の外部接続端子が接続される接続パッドと、該
接続パッドと前記貫通ビア部との間を接続する配線とを有しており、前記配線部が設けら
れた側の前記基材には、前記貫通ビア部及び配線を覆うと共に、前記接続パッドを露出す
る絶縁層を設けたことを特徴とする基板により、解決できる。
【００１６】
　上記発明によれば、半導体素子に設けられた第１の外部接続端子が接続される配線部と
、配線部が設けられた側の基材の面とが面一となるよう構成することにより、基板に半導
体素子が接続された際、半導体素子と基板との間に形成される間隙を均一にすると共に、
十分に確保することができる。また、配線部が設けられた側の基材の面と配線とが面一と
なるよう構成することにより、配線上に設けられた絶縁層の表面が凸凹することがなくな
るため、基板に設けられた絶縁層と半導体素子との間に形成される間隙を均一かつ、十分
に確保することができる。
【００１９】
　請求項２記載の発明では、前記配線部が設けられた側とは反対側に位置する前記貫通ビ
ア部には、他の基板と接続するための第２の外部接続端子を設けたことを特徴とする請求
項１に記載の基板により、解決できる。
【００２０】
　上記発明によれば、配線部が設けられた側とは反対側に位置する貫通ビア部に、他の基
板と接続するための第２の外部接続端子を設けることにより、従来の基板よりも基板の厚
さを薄くして、基板の小型化を図ることができる。
【００２１】
　請求項３記載の発明では、第１の外部接続端子を備えた半導体素子と、請求項１または
２に記載の基板とを備え、該基板に接続された半導体素子と前記基板との間には、間隙が
形成されており、前記間隙には、アンダーフィル材を設けたことを特徴とする半導体装置
により、解決できる。
【００２２】
　上記発明によれば、半導体素子と基板との間に形成された間隙に、十分な厚さのアンダ
ーフィル材を均一に配設することができる。これにより、基板と半導体素子との間の接続
信頼性を十分に確保することができる。
【００２３】
　請求項４記載の発明では、基材と、他の基板と接続するための第２の外部接続端子が接
続される配線部とを備え、第１の外部接続端子を備えた半導体素子が接続される基板にお
いて、前記基材は、前記基材を貫通すると共に、前記配線部と一体的に形成された貫通ビ
ア部を有しており、前記配線部は、該配線部が設けられた側の前記基材の面と面一となる
よう構成されており、前記第１の外部接続端子は、前記配線部が設けられた側とは反対側
の前記基材に位置する前記貫通ビアと接続され、前記配線部は、他の基板と接続するため
の第２の外部接続端子が接続される接続パッドと、該接続パッドと前記貫通ビア部との間
を接続する配線とを有しており、前記配線部が設けられた側の前記基材には、前記貫通ビ
ア部及び配線を覆うと共に、前記接続パッドを露出する絶縁層を設けたことを特徴とする
基板により、解決できる。
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【００２４】
　上記発明によれば、半導体素子に設けられた第１の外部接続端子は、基材の面と面一と
された貫通ビア部に接続されるため、基板に接続された半導体素子と基板との間に形成さ
れる間隙を均一にすると共に、十分に確保することができる。また、配線部が設けられた
側の基材の面と配線部とを面一となるよう構成されているので、従来の基板よりも基板の
厚さを薄くして、基板の小型化を図ることができる。また、配線部は、配線部が設けられ
た側の基材の面と面一となるよう構成されているため、絶縁層の表面が凸凹することを防
止できる。
【００２７】
　請求項５記載の発明では、第１の外部接続端子を備えた半導体素子と、請求項４に記載
の基板とを備え、該基板に接続された半導体素子と前記基板との間には、間隙が形成され
ており、前記間隙には、アンダーフィル材を設けたことを特徴とする半導体装置により、
解決できる。
【００２８】
　上記発明によれば、半導体素子と基板との間に形成された間隙に、十分な厚さのアンダ
ーフィル材を均一に配設することができる。これにより、基板と半導体素子との間の接続
信頼性を十分に確保することができる。
【００２９】
　請求項６記載の発明では、基材と、半導体素子に設けられた第１の外部接続端子が接続
される配線部と、他の基板と接続するための第２の外部接続端子とを備えた基板の製造方
法において、前記基材に溝部と、該溝部と一体的に形成された貫通孔とよりなる開口部を
形成する開口部形成工程と、前記開口部の内壁に金属膜を形成する金属膜形成工程と、前
記金属膜を給電層として、電解めっき法により前記開口部にめっき膜を析出成長させ、前
記貫通孔に前記第２の外部接続端子が接続される貫通ビア部を形成すると共に、前記溝部
に前記第１の外部接続端子が接続される配線部を形成するめっき膜形成工程とを含み、前
記配線部は、該配線部が設けられた側の前記基材の面と面一となるよう構成され、かつ、
前記第１の外部接続端子が接続される接続パッドと、該接続パッドと前記貫通ビア部との
間を接続する配線とを有しており、前記貫通ビア部及び配線を覆うと共に、前記接続パッ
ドを露出する絶縁層を前記基材に形成する絶縁層形成工程とを設けたことを特徴とする基
板の製造方法により、解決できる。
【００３０】
　上記発明によれば、基材に溝部と、溝部と一体的に形成された貫通孔とよりなる開口部
を形成し、開口部の内壁に金属膜を形成して、電解めっき法により開口部にめっき膜を析
出成長させることにより、半導体素子に設けられた第１の外部接続端子が接続される配線
部と貫通ビア部とが、配線部が設けられた側の基材の面と面一になるよう加工することが
できる。また、配線は、配線部が設けられた側の基材の面と面一となるよう形成されるた
め、貫通ビア部及び配線を覆う絶縁層の表面が凸凹することがなくなり、基板に接続され
た半導体素子と絶縁層との間に形成される間隙を均一かつ、十分に確保することができる
。
【００３１】
　請求項７記載の発明では、前記めっき膜形成工程において、前記めっき膜が前記基材の
面よりも突出した際には、前記めっき膜と前記基材の面が面一となるように前記突出した
めっき膜を研磨するめっき膜研磨工程を設けたことを特徴とする請求項６に記載の基板の
製造方法により、解決できる。
【００３２】
　上記発明によれば、めっき膜形成工程において、めっき膜が基材の面よりも突出した際
、めっき膜と基材の面とが面一となるよう研磨することにより、配線部及び貫通ビア部と
配線部が設けられた側の基材の面とを面一にすることができる。
【００３５】
　請求項８記載の発明では、基材と、配線部とを有した基板と、前記配線部に接続される
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第１の外部接続端子を備えた半導体素子とを備え、前記基板に接続された半導体素子と前
記基板との間に形成される間隙に、アンダーフィル材を設けた半導体装置の製造方法にお
いて、前記基材を支持する支持部材に、前記基材を配設する基材配設工程と、該基材配設
工程後に、請求項６または７に記載の基板の製造方法により前記基板を製造する基板製造
工程と、該基板製造工程後に、前記第１の外部接続端子を前記配線部に接続する半導体素
子接続工程と、該半導体素子接続工程後に、前記基板に接続された半導体素子と前記基板
との間に形成された間隙に、前記アンダーフィル材を配設するアンダーフィル材配設工程
と、該アンダーフィル樹脂配設工程後に、前記支持部材を除去する支持部材除去工程とを
含んだことを特徴とする半導体装置の製造方法により、解決できる。
【００３６】
　上記発明によれば、基材を支持する支持部材上に基材を配設して、請求項６または７に
記載の基板の製造方法により基板を製造することにより、基材の厚さが薄い場合でも、精
度良く基板の製造を行うことができる。また、基材を支持部材により支持した状態で、基
板に半導体素子を接続することで、基材の厚さが薄い場合でも、基板と半導体素子とを確
実に接続することができる。
【００３７】
　請求項９記載の発明では、基材と、他の基板と接続するための第２の外部接続端子が接
続される配線部とを備え、第１の外部接続端子を備えた半導体素子が接続される基板の製
造方法において、前記基材に溝部と、該溝部と一体的に形成された貫通孔とよりなる開口
部を形成する開口部形成工程と、前記開口部の内壁に金属膜を形成する金属膜形成工程と
、前記金属膜を給電層として、電解めっき法により前記開口部にめっき膜を析出成長させ
、前記貫通孔に前記第１の外部接続端子と接続される貫通ビア部を形成すると共に、前記
溝部に前記第２の外部接続端子が接続される配線部を形成するめっき膜形成工程とを含み
、前記配線部は、該配線部が設けられた側の前記基材の面と面一となるよう構成され、か
つ、前記第２の外部接続端子が接続される接続パッドと、該接続パッドと前記貫通ビア部
との間を接続する配線とを有しており、前記貫通ビア部及び配線を覆うと共に、前記接続
パッドを露出する絶縁層を前記基材に形成する絶縁層形成工程とを設けたことを特徴とす
る基板の製造方法により、解決できる。
【００３８】
　上記発明によれば、半導体素子と接続される貫通ビア部は、基材の面と面一となるよう
形成することにより、基板に接続される半導体素子と基板との間に形成される間隙を均一
、かつ十分に確保することができる。また、第２の外部接続端子が接続される配線部は、
配線部が設けられた側の基材の面と面一となるよう形成されるため、基材、貫通ビア部及
び配線に設けられた絶縁層の表面が凸凹することを防止できる。
【００３９】
　請求項１０記載の発明では、前記めっき膜形成工程において、前記めっき膜が前記基材
の面よりも突出した際には、前記めっき膜と前記基材の面が面一となるように前記突出し
ためっき膜を研磨するめっき膜研磨工程を設けたことを特徴とする請求項９に記載の基板
の製造方法により、解決できる。
【００４０】
　上記発明によれば、めっき膜形成工程において、めっき膜が基材の面よりも突出した際
、めっき膜と基材の面が面一となるように研磨することにより、配線部及び貫通ビア部と
配線部が設けられた側の基材の面とを面一にすることができる。これにより、基材から突
出する配線部を有した従来の基板よりも基板の厚さを薄くして、基板の小型化を図ること
ができる。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明によれば、表面の平坦性が高く、半導体素子と基板との間隙に十分な厚さのアン
ダーフィル材を均一に配設することができ、かつ半導体素子を基板に対して精度良く接続
することのできる基板、半導体装置、基板の製造方法、及び半導体装置の製造方法を提供
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できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　次に、図面に基づいて本発明の実施例を説明する。
（第１実施例）
　始めに、図４を参照して、本発明の第１実施例の半導体装置６０について説明する。図
４は、本発明の第１実施例の半導体装置を示した図である。半導体装置６０は、大略する
と基板４０と、半導体素子６３とを有している。半導体装置６０は、半導体素子６３が基
板４０に対してフリップチップ接続されると共に、半導体素子本体６４と基板４０との間
隙６７にアンダーフィル樹脂６６を配設した構成とされている。アンダーフィル樹脂６６
は、基板４０に接続されたはんだバンプ６５を保護して、基板４０と半導体素子６３との
間の接続信頼性を向上させるためのものである。半導体素子６３は、半導体素子本体６４
に第１の外部接続端子であるはんだバンプ６５が設けられた構成とされている。はんだバ
ンプ６５は、拡散防止膜５６を介して、基板４０の接続パッド４９に接続されている。
【００４５】
　次に、図５乃至図７を参照して、本実施例の基板４０について説明する。図５は、第１
実施例の基板の断面図（図６に示した基板４０のＥ－Ｅ線方向の断面図）であり、図６は
、図５に示した基板をＣ視した図（平面図）であり、図７は、図５に示した基板をＤ視し
た図である。
【００４６】
　基板４０は、大略すると基材４１と、貫通ビア部４７と、配線部４８と、拡散防止膜５
２，５６と、ソルダーレジスト５７とを有した構成とされている。基材４１には、貫通ビ
ア部４７及び配線部４８を配設するための開口部７４が形成されている。開口部７４は、
貫通ビア部４７が配設される貫通孔７５と、配線部４９が配設される溝部７６とを有した
構成とされている。基材４１には、例えば、樹脂基材を用いることができる。なお、以下
の説明においては、基材４１として樹脂基材を用いた場合について説明する。
【００４７】
　貫通ビア部４７は、基材４１を貫通するよう貫通孔７５に配設されており、溝部７６に
配設された配線部４８と一体的に形成されている。貫通ビア部４７は、はんだボール５４
を接続するためのものであり、配線部４８の接続パッド４９には、半導体素子６３のはん
だバンプ６５が接続される。貫通ビア部４７及び配線部４８は、金属膜４５と、Ｃｕめっ
き膜４６とにより構成されている。金属膜４５は、電解めっき法によりＣｕめっき膜４６
を形成する際の給電層である。金属膜４５には、例えば、無電解めっき法により形成され
たＮｉ膜、Ｃｕ膜を用いることができる。
【００４８】
　基材４１の面４１Ｂ側に位置する貫通ビア部４７の端部には、拡散防止膜５２が設けら
れている。拡散防止膜５２は、はんだのぬれ性向上や、貫通ビア部４７に含まれるＣｕが
はんだボール５４に拡散することを防止するためのものである。拡散防止膜５２には、例
えば、Ｎｉ層／Ａｕ層の積層膜を用いることができる。第２の外部接続端子であるはんだ
ボール５４は、基板４０に半導体素子６３を搭載し、アンダーフィル樹脂６６を充填した
後に、拡散防止膜５２上に配設される。はんだボール５４は、他の基板、例えば、マザー
ボードと基板４０との間を電気的に接続するためのものである。
【００４９】
　配線部４８は、基材４１の面４１Ａ側に設けられており、接続パッド４９と配線５１と
を有した構成とされている（図６参照）。接続パッド４９は、半導体素子６３のはんだバ
ンプ６５が接続されるものであり、配線５１は、接続パッド４９と貫通ビア部４７との間
を電気的に接続するためのものである。配線部４８である接続パッド４９及び配線５１は
、基材４１の面４１Ａと面一となるよう構成されている。絶縁層であるソルダーレジスト
５７は、基材４１の面４１Ａ側に貫通ビア部４７及び配線５１を覆うと共に、接続パッド
４９を露出するよう形成されている。
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【００５０】
　このように、配線部４８を基材４１の面４１Ａと面一となるよう構成することにより、
はんだバンプ６５を接続パッド４９に接続した際、基板４０に設けられたソルダーレジス
ト５７と半導体素子本体６４との間に形成される間隙６７を均一にすると共に、十分に確
保することができる。これにより、間隙６７に十分な厚さのアンダーフィル樹脂６６を均
一に配設して、半導体素子６３と基板４０の間の接続信頼性を十分に確保することができ
る。
【００５１】
　ソルダーレジスト５７から露出された接続パッド４９には、拡散防止膜５６が設けられ
ている。拡散防止膜５６は、はんだのぬれ性向上や、接続パッド４９に含まれるＣｕがは
んだバンプ６５に拡散することを防止するためのものである。拡散防止膜５６には、例え
ば、Ｎｉ層／Ａｕ層の積層膜を用いることができる。
【００５２】
　次に、図８乃至図２１を参照して、第１実施例の半導体装置６０の製造方法について説
明する。図８乃至図２０は、第１実施例の半導体装置の製造工程を示した図であり、図２
１は、図１１に示した構造体にＣｕめっき膜を析出成長させた図である。なお、図８乃至
図２０において、図４に示した半導体装置６０と同一構成部分には同一の符号を付す。
【００５３】
　始めに、図８に示すように、支持部材７１上に金属層７２を設け、金属層７２を介して
支持部材７１に基材４１を配設する（基材配設工程）。支持部材７１は、基材４１の厚さ
Ｍ１が薄い場合に発生する反りや撓みを抑制するためのものである。支持部材７１には、
例えば、エポキシやポリイミド等の樹脂板や、アルミ、銅等の金属板を用いることができ
る。なお、支持部材７１に金属板を用いる場合には、金属層７２を設ける必要がなく、金
属層７２を形成する工程を省略することができる。
【００５４】
　このように、支持部材７１上に基材４１を配設して、基板４０の製造を行うことにより
、基材４１の厚さＭ１が薄い場合でも、基板４０を精度良く製造することができる。金属
層７２は、電解めっき法により拡散防止膜５２を形成する際の給電層である。金属層７２
は、例えば、無電解めっき法やスパッタ法により形成することができる。金属層７２の材
料には、例えば、Ｃｕ，Ｎｉ，Ａｌ等を用いることができる。なお、金属層７２が設けら
れた支持部材７１上に、樹脂を塗布して、基材４１を形成しても良い。
【００５５】
　次に、図９に示すように、基材４１に、溝部７６と、溝部７６と一体的に形成された貫
通孔７５よりなる開口部７４を形成する（開口部形成工程）。この際、金属層７２は、貫
通孔７５により露出される。開口部７４は、例えば、ドリルを用いたドリル加工、レーザ
加工、微細な金型を用いた金型加工のいずれかの方法により形成することができる。金型
加工を用いる場合には、金属層７２が形成された支持部材７１上に、樹脂（図９に示した
基材４１に相当する）を塗布又は樹脂フィルム（図９に示した基材４１に相当する）を貼
着し、次に、樹脂（又は樹脂フィルム）を半硬化させ、開口部７４を形成するための凸部
を有した金型を半硬化状態の樹脂（又は樹脂フィルム）に押し付けて、凸部の形状を転写
し、樹脂（又は樹脂フィルム）を加熱して硬化させることで、基材４１に開口部７４が形
成される。
【００５６】
　続いて、図１０に示すように、金属層７２を給電層として、電解めっき法により貫通孔
７５の底部に拡散防止膜５２を形成する。なお、拡散防止膜５２に替えて、はんだボール
５４の接合に都合が良いようなはんだ膜（はんだめっき法により形成される）を用いても
良い。次に、図１１に示すように、図１０に示した構造体上に金属膜４５を形成する。金
属膜４５は、開口部７４にＣｕめっき膜４６を析出成長させるための給電層である。金属
膜４５は、例えば、無電解めっき法やスパッタ法により形成することができる。金属膜４
５には、例えば、銅やニッケルを用いることができる。
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【００５７】
　次に、図１２に示すように、基材４１の面４１Ａ上に形成された金属膜４５を研磨によ
り除去して、開口部７４の内壁にのみ金属膜４５を残す（金属膜形成工程）。続いて、図
１３に示すように、金属膜４５を給電層として、電解めっき法により開口部７４にＣｕめ
っき膜４６を析出成長させる（めっき膜形成工程）。なお、図１３において、Ｃｕめっき
膜４６Ａは、基材４１の面４１Ａから突出した部分のＣｕめっき膜を示している。
【００５８】
　次に、図１４に示すように、基材４１の面４１Ａから突出したＣｕめっき膜４６Ａの研
磨を行って、Ｃｕめっき膜４６の面４６Ｂと基材４１の面４１Ａとを面一にする（めっき
膜研磨工程）。これにより、溝部７６に形成された配線部４８（接続パッド４９及び配線
５１）、及び貫通孔７５に形成された貫通ビア部４７を基材４１の面４１Ａと面一にする
ことができる。
【００５９】
　このように、配線部４８が基材４１の面４１Ａと面一になるよう形成することにより、
基材４１の面４１Ａから接続パッド４９及び配線５１が突出することがなくなり、半導体
素子６３を基板４０に接続させた際、半導体素子本体６４と基板４０との間隙６７を均一
にすると共に、十分に確保することができる。なお、めっき膜形成工程において、Ｃｕめ
っき膜４６Ａの突出量が少ない場合には、めっき膜研磨工程を省略しても良い。
【００６０】
　次に、図１５に示すように、配線５１及び貫通ビア部４７を覆うと共に、接続パッド４
９を露出する開口部５７Ａを有したソルダーレジスト５７を形成する（絶縁層形成工程）
。続いて、図１６に示すように、めっき法により開口部５７Ａに露出された接続パッド４
９上にＮｉ層／Ａｕ層からなる拡散防止膜５６を形成する。なお、拡散防止膜５６に替え
て、半導体素子６３の接合に都合が良いようなはんだ膜（はんだめっき法により形成され
る）を用いても良い。
【００６１】
　次に、図１７に示すように、基材４１を支持部材７１に支持した状態で、拡散防止膜５
６を介して、半導体素子６３のはんだバンプ６５を接続パッド４９にフリップチップ接続
する（半導体素子接続工程）。
【００６２】
　このように、支持部材７１により基材４１を支持した状態で、半導体素子６３を接続パ
ッド４９に接続することで、基材４１の厚さＭ１が薄い場合でも、基材４１が撓むことが
防止でき、半導体素子６３のはんだバンプ６５を接続パッド４９に対して精度良く接続す
ることができる。
【００６３】
　次に、図１８に示すように、半導体素子本体６４とソルダーレジスト５７との間に形成
された間隙６７に、アンダーフィル樹脂６６を配設する（アンダーフィル材配設工程）。
これにより、間隙６７に十分な厚さのアンダーフィル樹脂６６を均一に配設して、基板４
０と半導体素子６３との間の接続信頼性を十分に確保することができる。
【００６４】
　次に、図１９に示すように、支持部材７１及び金属層７２の除去処理を行う（支持部材
除去工程）。ここで、支持部材７１及び金属層７２の除去処理について説明する。支持部
材７１に樹脂板を用いた場合には、支持部材７１を剥離後に、金属層７２をウエットエッ
チングにより除去する。また、支持部材７１がポリイミド（樹脂）からなり、この表面に
無電解銅めっき法で金属層７２が形成された場合には、容易に金属層７２から支持部材７
１を剥離させることができる。金属層７２に銅を用いた場合には、銅をウエットエッチン
グする際に使用されるエッチング液に拡散防止膜５２が溶解されにくいため、金属層７２
のみ容易に除去することができる。支持部材７１に金属板を用いた場合には、ウエットエ
ッチングにより除去することができる。また、支持部材７１である金属板を研磨により除
去後、ウエットエッチングにより金属層７２の除去を行っても良い。



(11) JP 4558413 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

【００６５】
　続いて、図２０に示すように、拡散防止膜５２を介して、はんだボール５４を貫通ビア
部４７に接続する。これにより、基板４０に半導体素子６３が接続された半導体装置６０
が製造される。
【００６６】
　以上説明したように、配線部４８及び貫通ビア部４７が基材４１の面４１Ａと面一とな
るよう形成することにより、半導体素子本体６４と基板４０との間に形成される間隙６７
を均一にすると共に、十分に確保して、間隙６７に十分な厚さのアンダーフィル樹脂６６
を配設することができる。これにより、基板４０と半導体素子６３との接続を強固にする
ことにより、基板４０及び／又は半導体素子６３が破損することを防止できる。また、基
材４１の厚さＭ１が薄い場合において、基板４０を精度良く加工すると共に、半導体素子
６３のはんだバンプ６５を接続パッド４９に対して精度良く接続することができる。
【００６７】
　なお、図２１に示すように、図１１に示した構造体にＣｕめっき膜４６を形成し、続い
て、研磨により図１４に示した構造体の形状に加工し、その後、図１５乃至図２０に示し
た製造工程により半導体装置６０を製造しても良い。
（第２実施例）
　始めに、図２２を参照して、本発明の第２実施例の半導体装置１００について説明する
。図２２は、本発明の第２実施例の半導体装置を示した図である。半導体装置１００は、
大略すると基板８０と、半導体素子６３とを有している。半導体装置１００は、半導体素
子６３が基板８０に対してフリップチップ接続され、半導体素子本体６４と基板８０との
間隙１１０には、アンダーフィル樹脂９８が配設されている。
【００６８】
　半導体素子６３は、半導体素子本体６４と、第１の外部接続端子であるはんだバンプ６
５とを有した構成とされている。はんだバンプ６５は、拡散防止膜９５を介して、基材８
１の面８１Ａ側に位置する貫通ビア部８７の端部と接続されている。
【００６９】
　次に、図２３乃至図２５を参照して、本実施例の基板８０について説明する。図２３は
、第２実施例の基板の断面図（図２５に示した基板８０のＦ－Ｆ線方向の断面図）であり
、図２４は、図２３に示した基板をＣ視した図（平面図）であり、図２５は、図２３に示
した基板をＤ視した図である。
【００７０】
　基板８０は、大略すると基材８１と、貫通ビア部８７と、配線部８８と、拡散防止膜９
２，９５と、はんだボール９４と、ソルダーレジスト９１とを有した構成とされている。
基材８１には、貫通ビア部８７及び配線部８８を配設するための開口部８４が形成されて
いる。開口部８４は、貫通ビア部８７が配設される貫通孔８２と、配線部８８が配設され
る溝部８３とを有した構成とされている。基材８１には、例えば、樹脂基材を用いること
ができる。なお、以下の説明においては、基材８１として樹脂基材を用いた場合について
説明する。
【００７１】
　貫通ビア部８７は、基材８１を貫通するよう貫通孔８２に配設されており、溝部８３に
配設された配線部８８と一体的に形成されている。配線部８８が形成されていない側の貫
通ビア部８７には、半導体素子６３のはんだバンプ６５が接続される。
【００７２】
　このように、半導体素子６３のはんだバンプ６５を配線部８８が形成されていない側の
貫通ビア部８７に接続することにより、半導体素子６３と基板８０との間に形成される間
隙１１０を均一、かつ十分に確保することができる。これにより、間隙１１０に十分な厚
さのアンダーフィル樹脂９８を均一に配設して、半導体素子６３と基板８０との間の接続
信頼性を向上させることができる。
【００７３】
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　貫通ビア部８７及び配線部８８は、金属膜８５と、Ｃｕめっき膜８６とにより構成され
ている。金属膜８５は、電解めっき法によりＣｕめっき膜８６を形成する際の給電層であ
る。金属膜８５には、例えば、無電解めっき法により形成されたＮｉ膜、Ｃｕ膜を用いる
ことができる。
【００７４】
　配線部８８は、接続パッド８９と、配線９０とを有した構成とされている。配線部８８
は、基材８１の面８１Ｂ側に貫通ビア部８７と一体的に形成されている。接続パッド８９
は、第２の外部接続端子であるはんだボール９４を接続するためのものである。配線９０
は、接続パッド８９と貫通ビア部８７との間を電気的に接続するためのものである。配線
部８８及び貫通ビア部８７は、基材８１の面８１Ｂと面一となるように形成されている。
【００７５】
　このように、配線部８８を基材８１の面８１Ｂと面一となるよう構成することにより、
接続パッド８９及び配線９０が基材８１の面８１Ｂから突出することがなくなるため、従
来の基板１０よりも基板８０の厚さＭ２を薄くして、基板８０の小型化を図ることができ
る。
【００７６】
　絶縁層であるソルダーレジスト９１は、貫通ビア部８７及び配線９０を覆うと共に、接
続パッド８９を露出するよう基材８１に形成されている。ソルダーレジスト９１は、はん
だボール９４が接続される際のはんだショートを抑制すると共に、貫通ビア部８７及び配
線９０を保護するためのものである。拡散防止膜９２は、ソルダーレジスト９１に露出さ
れた接続パッド８９上に設けられている。拡散防止膜９２は、はんだのぬれ性向上や、は
んだボール９４に接続パッド８９に含まれるＣｕが拡散することを防止するためのもので
ある。拡散防止膜９２には、例えば、Ｎｉ層／Ａｕ層の積層膜を用いることができる。第
２の外部接続端子であるはんだボール９４は、拡散防止膜９２を介して、接続パッド８９
に接続されている。はんだボール９４は、他の基板、例えば、マザーボードと基板８０と
の間を電気的に接続するためのものである。
【００７７】
　基材８１を貫通する貫通ビア部８７は、配線部８８と一体的に設けられている。基材８
１の面８１Ａ側に位置する貫通ビア部８７の端部には、基材８１の面８１Ａと面一となる
よう拡散防止膜９５が設けられている。拡散防止膜９５が設けられた貫通ビア部８７には
、半導体素子６３のはんだバンプ６５が電気的に接続される。拡散防止膜９５は、はんだ
のぬれ性向上や、はんだバンプ６５に貫通ビア部８７に含まれるＣｕが拡散することを防
止するためのものである。拡散防止膜９５には、例えば、Ｎｉ層／Ａｕ層の積層膜を用い
ることができる。
【００７８】
　次に、図２６乃至図３６を参照して、第２実施例の基板８０の製造方法について説明す
る。図２６乃至図３６は、第２実施例の基板の製造工程を示した図であり、図３７は、図
３６に示した基板に半導体素子を接続させた半導体装置の断面図である。また、図３８は
、図２９に示した構造体にＣｕめっき膜を析出成長させた図である。
【００７９】
　始めに、図２６に示すように、支持部材１０１上に金属層１０２を設け、金属層１０２
を介して支持部材１０１上に基材８１を配設する（基材配設工程）。支持部材１０１は、
基材８１の厚さＭ３が薄い場合に発生する反りや撓みを抑制するためのものである。支持
部材１０１には、例えば、エポキシやポリイミド等の樹脂板や、アルミ、銅等の金属板を
用いることができる。なお、支持部材１０１に金属板を用いる場合には、金属層１０２を
設ける必要がなく、金属層１０２を形成する工程を省略することができる。
【００８０】
　このように、支持部材１０１上に基材８１を配設して、基板８０の製造を行うことによ
り、基材８１の厚さＭ３が薄い場合でも、精度良く基板８０を製造することができる。金
属層１０２は、電解めっき法により拡散防止膜９５を形成する際の給電層である。金属層
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１０２は、例えば、無電解めっき法やスパッタ法により形成することができる。金属層１
０２の材料には、例えば、Ｃｕ，Ｎｉ，Ａｌ等を用いることができる。なお、金属層１０
２が設けられた支持部材１０１上に、樹脂を塗布して、基材８１を形成しても良い。
【００８１】
　次に、図２７に示すように、基材８１に開口部８４を形成する（開口部形成工程）。開
口部８４は、溝部８３と、溝部８３と一体的に形成された貫通孔８２とから構成されてい
る。この際、金属層１０２は、貫通孔８２により露出される。開口部８４は、例えば、ド
リルを用いたドリル加工、レーザ加工、微細な金型を用いた金型加工のいずれかの方法に
より形成することができる。金型加工を用いる場合には、金属層１０２が形成された支持
部材１０１上に、樹脂（図２７に示した基材８１に相当する）を塗布又は樹脂フィルム（
図２７に示した基材８１に相当する）を貼着し、次に、樹脂（又は樹脂フィルム）を半硬
化させ、開口部８４を形成するための凸部を有した金型を半硬化状態の樹脂（又は樹脂フ
ィルム）に押し付けて、凸部の形状を転写し、樹脂（又は樹脂フィルム）を加熱して硬化
させることで、基材８１に開口部８４が形成される。
【００８２】
　続いて、図２８に示すように、金属層１０２を給電層として、電解めっき法により貫通
孔８２の底部に、基材８１の面８１Ａと面一となる拡散防止膜９５を形成する。なお、拡
散防止膜９５に替えて、半導体素子６３の接合に都合が良いようなはんだ膜（はんだめっ
き法により形成される）を用いても良い。
【００８３】
　このように、半導体素子６３のはんだバンプ６５が接続される拡散防止膜９５を、基材
８１の面８１Ａと面一となるよう形成することにより、半導体素子６３が基板８０に接続
された際、半導体素子本体６４と基板８０との間に形成される間隙１１０を均一、かつ十
分に確保することができる。
 
【００８４】
　次に、図２９に示すように、図２８に示した構造体上に金属膜８５を形成する。金属膜
８５は、開口部８４にＣｕめっき膜８６を析出成長させる際の給電層である。金属膜８５
は、例えば、無電解めっき法やスパッタ法により形成することができる。金属膜８５には
、例えば、銅やニッケルを用いることができる。
【００８５】
　次に、図３０に示すように、基材８１の面８１Ｂに形成された金属膜８５を研磨により
除去して、開口部８４の内壁にのみ金属膜８５を残す（金属膜形成工程）。続いて、図３
１に示すように、金属膜８５を給電層として、電解めっき法により開口部８４に形成され
た金属膜８５上にＣｕめっき膜８６を析出成長させる（めっき膜形成工程）。なお、図３
１において、Ｃｕめっき膜８６Ａは、基材８１の面８１Ｂから突出したＣｕめっき膜を示
している。
【００８６】
　次に、図３２に示すように、基材８１の面８１Ｂから突出したＣｕめっき膜８６Ａの研
磨を行って、研磨後のＣｕめっき膜８６の面８６Ｂと基材８１の面８１Ｂとを面一にする
（めっき膜研磨工程）。これにより、溝部８３に形成された配線部８８（図示せず）、及
び貫通孔８２に形成された貫通ビア部８７を基材８１の面８１Ｂと面一にすることができ
る。
【００８７】
　このように、配線部８８を基材８１の面８１Ｂと面一となるように形成することにより
、従来の基板１０よりも基板８０の厚さＭ２を薄くして、基板８０の小型化を図ることが
できる。なお、めっき膜形成工程において、Ｃｕめっき膜８６Ａの突出量（基材８１の面
８１Ｂからの突出量）が少ない場合には、めっき膜研磨工程を省略しても良い。
【００８８】
　次に、図３３に示すように、貫通ビア部８７及び配線９０を覆うと共に、接続パッド８
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９を露出する開口部９１Ａを有したソルダーレジスト９１を図３２に示した構造体上に形
成する（絶縁層形成工程）。続いて、図３４に示すように、めっき法により接続パッド８
９上に拡散防止膜９２を形成する。なお、拡散防止膜９２に替えて、はんだボール９４の
接合に都合が良いようなはんだ膜（はんだめっき法により形成される）を用いても良い。
【００８９】
　次に、図３５に示すように、拡散防止膜９２にはんだボール９４を配設する。これによ
り、基板８０が製造される。その後、図３６に示すように、支持部材１０１及び金属層１
０２の除去処理を行う。ここで、支持部材１０１及び金属層１０２の除去処理について説
明する。支持部材１０１に樹脂板を用いた場合には、支持部材１０１を剥離後に、金属層
１０２をウエットエッチングにより除去する。また、支持部材１０１がポリイミド（樹脂
）からなり、この表面に無電解銅めっき法で金属層１０２が形成された場合には、容易に
金属層１０２から支持部材１０１を剥離させることができる。金属層１０２に銅を用いた
場合には、銅をウエットエッチングする際に使用されるエッチング液に拡散防止膜９５が
溶解されにくいため、金属層１０２のみ容易に除去することができる。支持部材１０１に
金属板を用いた場合には、ウエットエッチングにより除去することができる。また、支持
部材１０１である金属板を研磨により除去後、ウエットエッチングにより金属層１０２の
除去を行っても良い。
【００９０】
　続いて、図３７に示すように、半導体素子６３のはんだバンプ６５を、拡散防止膜９５
を介して接続パッド８７にフリップチップ接続し、半導体素子本体６４と基板８０との間
隙１１０にアンダーフィル樹脂９８を配設することで、半導体装置１００が製造される。
【００９１】
　以上説明したような製造方法で基板８０を製造することにより、半導体素子本体６４と
基板８０との間の間隙１１０に均一、かつ十分な厚さのアンダーフィル樹脂９８を配設す
ることにより、基板８０と半導体素子６３との間の接続信頼性を十分に確保することがで
きる。また、基材８１の厚さＭ３が薄い場合においても、基板８０を精度良く製造するこ
とができる。さらに、配線部８８を基材８１の面８１Ｂと面一となるように形成して、基
板８０の厚さＭ２を薄くすることにより、基板８０の小型化を図ることができる。
【００９２】
　なお、めっき膜形成工程において、Ｃｕめっき膜８６Ａの突出量（基材８１の面８１Ｂ
からの突出量）が少ない場合には、めっき膜研磨工程を省略しても良い。また、図３８に
示すように、図２９に示した構造体にＣｕめっき膜８６を形成し、続いて、研磨により図
３２に示した構造体の形状に加工し、その後、図３３乃至図３６に示した製造工程により
基板８０を製造しても良い。
【００９３】
　以上、本発明の好ましい実施例について詳述したが、本発明はかかる特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内において
、種々の変形・変更が可能である。なお、第１及び第２実施例の基板４０，８０において
、基材４１，８１は樹脂基材に限定されない。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明によれば、半導体素子と基板との間隙に十分な厚さのアンダーフィル樹脂を均一
に配設することができ、かつ半導体素子を基板に対して精度良く接続することのできる基
板、半導体装置、基板の製造方法、及び半導体装置の製造方法に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】従来の半導体装置の断面図である。
【図２】図１に示した基板の断面図である。
【図３】半導体素子が接続された基板と半導体素子との間の拡大図である。
【図４】本発明の第１実施例の半導体装置を示した図である。
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【図５】第１実施例の基板の断面図である。
【図６】図５に示した基板をＣ視した図である。
【図７】図５に示した基板をＤ視した図である。
【図８】第１実施例の半導体装置の製造工程を示した図（その１）である。
【図９】第１実施例の半導体装置の製造工程を示した図（その２）である。
【図１０】第１実施例の半導体装置の製造工程を示した図（その３）である。
【図１１】第１実施例の半導体装置の製造工程を示した図（その４）である。
【図１２】第１実施例の半導体装置の製造工程を示した図（その５）である。
【図１３】第１実施例の半導体装置の製造工程を示した図（その６）である。
【図１４】第１実施例の半導体装置の製造工程を示した図（その７）である。
【図１５】第１実施例の半導体装置の製造工程を示した図（その８）である。
【図１６】第１実施例の半導体装置の製造工程を示した図（その９）である。
【図１７】第１実施例の半導体装置の製造工程を示した図（その１０）である。
【図１８】第１実施例の半導体装置の製造工程を示した図（その１１）である。
【図１９】第１実施例の半導体装置の製造工程を示した図（その１２）である。
【図２０】第１実施例の半導体装置の製造工程を示した図（その１３）である。
【図２１】図１１に示した構造体にＣｕめっき膜を析出成長させた図である。
【図２２】本発明の第２実施例の半導体装置を示した図である。
【図２３】第２実施例の基板の断面図である。
【図２４】図２３に示した基板をＣ視した図である。
【図２５】図２３に示した基板をＤ視した図である。
【図２６】第２実施例の基板の製造工程を示した図（その１）である。
【図２７】第２実施例の基板の製造工程を示した図（その２）である。
【図２８】第２実施例の基板の製造工程を示した図（その３）である。
【図２９】第２実施例の基板の製造工程を示した図（その４）である。
【図３０】第２実施例の基板の製造工程を示した図（その５）である。
【図３１】第２実施例の基板の製造工程を示した図（その６）である。
【図３２】第２実施例の基板の製造工程を示した図（その７）である。
【図３３】第２実施例の基板の製造工程を示した図（その８）である。
【図３４】第２実施例の基板の製造工程を示した図（その９）である。
【図３５】第２実施例の基板の製造工程を示した図（その１０）である。
【図３６】第２実施例の基板の製造工程を示した図（その１１）である。
【図３７】図３６に示した基板に半導体素子を接続させた半導体装置の断面図である。
【図３８】図２９に示した構造体にＣｕめっき膜を析出成長させた図である。
【符号の説明】
【００９６】
　１０，４０，８０　基板
　１１　樹脂基材
　１１Ａ，１１Ｂ，４１Ａ，４１Ｂ，４６Ｂ，８１Ａ，８１Ｂ，８６Ｂ　面
　１２，７５，８２　貫通孔
　１３　貫通ビア
　１４，１７，５１，９０　配線
　１５，１８，４９，８９　接続パッド
　１６，１９，５７，９１　ソルダーレジスト
　１６Ａ　上面
　２０，６０，１００　半導体装置
　２１，５４，９４　はんだボール
　２３，６３　半導体素子
　２４，６５　はんだバンプ
　２６，６６，９８　アンダーフィル樹脂
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　４１，８１　基材
　４５，８５　金属膜
　４６，４６Ａ，８６，８６Ａ　Ｃｕめっき膜
　４７，８７　貫通ビア部
　４８，８８　配線部
　５２，５６，９２，９５　拡散防止膜
　５７Ａ，７４，８４，９１Ａ　開口部
　６３　半導体素子
　６４　半導体素子本体
　６７，１１０　間隙
　７１，１０１　支持部材
　７２，１０２　金属層
　７６，８３　溝部
　Ａ，Ｂ　領域
　Ｄ１，Ｄ２　間隙
　Ｈ１　高さ
　Ｍ１～Ｍ３　厚さ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１１】
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【図１３】
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【図１９】
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【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】

【図２９】

【図３０】

【図３１】
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【図３３】

【図３４】

【図３５】

【図３６】

【図３７】
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